
 
 

様式第４号（第１５条関係）  

 

会  議  録  

 

１ 附属機関等の会議の名称  

令和５年第２回美里町国民健康保険運営協議会  

 

２ 開催日時  令和５年６月８日（木） 午後３時００分から  

午後４時４０分まで  

 

３ 開催場所  美里町中央コミュニティセンター 第３研修室  

 

４ 会議に出席した者  

 （１）委員  

    大森俊雄委員（公益代表）、渡邉雅光委員（公益代表）、大場淳夫委員（公益代

表）、野田清一委員（保険医代表）、菅原隆司委員（被保険者代表）、齋藤惇委

員（被保険者代表）、千田優子委員（被保険者代表）  

 （２）事務局  

    町民生活課長  阿部伸二、町民生活課課長補佐兼係長 佐藤千賀子、  

主幹兼係長 堀田修一、主事 中村紋歌、主事 工藤俊樹  

税務課長 寒河江克哉、主幹兼係長 早坂晴美  

健康福祉課長 渡辺克也  

    会議に欠席した者  

矢野英史委員（保険医代表）、佐藤諒委員（保険医代表）  

 

５ 議題及び会議の公開・非公開の別  

 （１）議 題   委嘱状交付について  

                      

 （２）会議の公開・非公開の別  公開  

 

６ 非公開の理由  

  該当なし  

 

７ 傍聴人の人数  

  ０人  



 
 

８ 会議資料  

 ・美里町国民健康保険運営協議会概要  

  

９ 会議の概要  

 （１）議題の審議結果又は今後の対応  

    出席委員に対し相澤町長から委嘱状の交付。なお、欠席委員については郵送で

交付。  

 

 （２）詳細な意見（発言者氏名及び発言内容の記録（要点筆記））  

【 会議の概要 】  

 午後３時００分開会。相澤町長挨拶。会長に大森俊雄委員、会長職務代理者

に渡邉雅光委員が就任。  

 

 ◯堀田主幹兼係長：それでは、ただ今より令和５年第２回美里町国民健康保険運営

協議会を開会いたします。開会にあたりまして、町長から御挨拶申し上げます。  

 ◯相澤町長：（町長開会挨拶）。  

◯堀田主幹兼係長：続きまして、委員の皆様の御紹介をさせていただきます（委員の

紹介）  。  

次に町職員を紹介させていただきます（職員の紹介）。  

それでは、会長及び会長職務代理者の選出を行います。会長及び会長職務代理者

が選出されるまで、暫時、相澤町長が仮議長として進行いたしますので、よろしく

お願いします。  

◯相澤町長：それでは、会長が選出されるまでの間、私が仮議長を務めさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いします。初めに、本日の協議会の成立について

御報告申し上げます。本日の会議には委員総数９人中、７人の御出席をいただいて

おり、委員総数の２分の１以上が出席しているため、美里町国民健康保険条例第３

条第４項の開催要件を満たしていることを報告します。  

次に、会長、会長職務代理者の選出を行います。本協議会の会長、会長職務代理

者につきましては、美里町国民健康保険運営協議会規則第４条第１項の規定によ

り委員の互選によって定めるものとされております。互選とありますので、選任の

方法から確認すべきところですが、委員の皆様から自薦・他薦又は御意見がありま

したらお願いいたします。  

  （なし）  

◯相澤町長：事務局で原案があれば出していただきたいと思います。事務局案を提

案するということでよろしいでしょうか。  

（異議なしの声）  



 
 

  ◯相澤町長：それでは、事務局案をお願いします。  

◯堀田主幹兼係長：事務局案を申し上げます。本協議会の会長につきましては、引

き続き、大森俊雄委員に会長をお願いしたいと考えております。また、会長職務代

理者につきましては、渡邉雅光委員にお願いしたいと考えております。  

（異議なしの声）  

◯相澤町長：ありがとうございます。それでは、事務局案のとおり、会長に大森委

員を、会長職務代理者に渡邉委員を選任することに決定いたします。  

それでは、会長、会長職務代理者が選任されましたので、私の仮議長はここまで

となります。ありがとうございました。  

◯堀田主幹兼係長：それでは、大変恐縮でございますが、町長は所用のため、これ

をもちまして退席させていただきますので、御了承をお願いしたいと思います。  

それでは、ただ今選任されました大森会長、渡邉会長職務代理者から就任の御挨

拶をいただきます。よろしくお願いします。  

  ◯大森会長、渡邉会長職務代理者：（就任挨拶）  

◯堀田主幹兼係長：ありがとうございました。議長の選出に移ります。美里町国民

健康保険運営協議会規則第５条第１項の規定により、会議の議長は会長が務める

ことと定められております。大森会長、議事の進行をお願いいたします。  

◯大森会長：まず、今日の会議においての会議録署名委員及び会議録書記を選出し

ます。私から指名させていただいてよろしいですか。会議録署名委員については、

野田委員と菅原委員のお二人にお願いします。会議録書記については、事務局にお

願いします。  

今日の会議は、町長からの諮問がありませんので審議はございません。次第のそ

の他に移ります。事務局からお願いいたします。  

◯堀田主幹兼係長：私から本審議会の概要について御説明させていただきます。別

紙、概要をご覧ください（資料の説明）。  

◯大森会長：ありがとうございました。これをもちまして、本日予定の議事の一切

を終了いたします。大変お疲れ様でございました。  

 

 上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。  

  令和５年  月  日  

会 長              

 

委 員              

 

委 員              


